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横
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孝

弘
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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
平
成
二
十
三
年
度
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
に
対
す
る
野
田
佳
彦
内
閣
の
関
与
等
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
平
成
二
十
三
年
度
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
に
対
す
る
野
田
佳
彦
内
閣
の
関
与
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
行
事
は
、
北
方
領
土
返
還
実
現
に
向
け
た
外
交
交
渉
を
後
押
し
す
る
国
民
世
論
の
高
揚
を
図
る
取
組
と
し
て
の

意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
た
。

三
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
参
加
要
請
を
受
け
た
各
府
省
に
お
い
て
関
係
者
の
日
程
上
の
都
合
も
含
め
適
切
な
対
応
を

検
討
し
た
結
果
、
川
端
達
夫
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
及
び
中
野
譲
外
務
大
臣
政
務
官
が
行
進
前
の

出
発
式
に
お
い
て
挨
拶
を
行
い
、
石
田
勝
之
内
閣
府
副
大
臣
、
園
田
康
博
内
閣
府
大
臣
政
務
官
、
中
野
譲
外
務
大
臣
政
務
官

等
が
行
進
に
参
加
し
た
。
な
お
、
御
指
摘
の
行
事
の
当
日
に
は
、
野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
、
川
端
達
夫
内
閣
府
特
命
担
当

大
臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
及
び
玄
葉
光
一
郎
外
務
大
臣
が
、
御
指
摘
の
行
事
の
主
催
者
で
あ
る
北
方
領
土
隣
接
地
域
振

一



興
対
策
根
室
管
内
市
町
連
絡
協
議
会
の
会
長
等
と
そ
れ
ぞ
れ
面
会
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

日
露
間
の
最
大
の
懸
案
事
項
で
あ
る
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
政
府

と
し
て
は
、
同
問
題
を
解
決
す
べ
く
精
力
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
関
係
の
構
築
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


